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１．検討の背景 

平成 19 年から交付が開始された電話のユニバーサルサービス交付金（電気通

信事業法（昭和 59 年法律第 86 号。以下「法」という。）第 109 条に規定する交付金

をいう。以下「第一種交付金」という。）の算定方法の在り方については、これまで

累次の情報通信審議会答申において提言を取りまとめており、令和４年度以降に

ついては「固定電話を巡る環境変化等を踏まえたユニバーサルサービス交付金制

度等の在り方」（令和４年９月 20 日 情報通信審議会答申。以下「令和４年答申」と

いう。）において提言されている。 

 

令和４年答申においては、東日本電信電話株式会社（以下「NTT 東日本」とい

う。）及び西日本電信電話株式会社（以下「NTT 西日本」という。）が明らかにした

両社における固定電話の IP 網への移行計画を踏まえ、ＩＰ網への移行期間（令和

４年４月から令和６年 12 月まで）における第一種交付金に係る補填額の算定に当

たってのＬＲＩＣモデルの適用方法についての考え方を取りまとめる一方、ＩＰ網へ

の移行後（令和７年１月以降）についての考え方は、実際の移行の進展等を考慮

する必要があること等により、調査検討を深めていない。 

今般、NTT 東日本及び NTT 西日本における固定電話の IP 網への移行期間が

終了することに伴い、その実施状況も踏まえて、令和７年１月以降についての考え

方を取りまとめるべく令和６年中から調査検討を行ったものである。 

 

なお、第一種交付金に係る制度において、法第 106 条第１項の規定により総務

大臣が指定した基礎的電気通信役務支援機関（一般社団法人電気通信事業者協

会。以下単に「支援機関」という。）は、年度ごとに、交付金の額等を算定し毎年９

月末までに総務大臣に認可申請をしなければならないこととされており、また、法

第 108 条の規定により総務大臣が指定した第一種適格電気通信事業者（NTT 東

日本及び NTT 西日本）は、第一種交付金の額を算定するための資料として、その

算定の前年度における電話のユニバーサルサービスの提供に要した原価及び収

益の額等を毎年８月末までに支援機関に届け出なければならないこととされてい

る。 

 

このため、今般、令和７年８月末までに届け出られる令和６年度の原価及び収

益の額等の算定のために必要となる令和６年度第４四半期（令和７年１月から３月

まで）の補填額の算定に係る LRIC モデルの適用方法等について調査検討を行い、

その考え方について提言を行うこととしたものである。 
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２．令和６年度第４四半期の第一種交付金の算定方法の在り方 

令和４年答申において触れられていない、固定電話の IP 網への移行後（令和７

年１月以降）の第一種交付金に係る補填額の算定に当たって検討すべきＬＲＩＣモ

デルの適用方法は次の３点に集約され、令和６年度第４四半期の算定方法の在り

方についてこの順に調査検討を行うこととした。 

   

  検討事項 

１ 第８次 PSTN‐LRIC モデルによる補填額算定値と第９次 IP-LRIC モデルに

よる補填額算定値の加重平均値について 

２ 第９次ＩＰ-ＬＲＩＣモデルの適用に際し、実際にはメタル回線で設置されている

加入者回線を光回線とみなすかどうか 

３ モデル外補正の実施の有無（第９次ＩＰ-ＬＲＩＣモデルのアクセス網の設備配

置ロジック） 

 

 電話網移行円滑化委員会 第42回（令和６年６月６日）資料42-1 PSTNマイグレーションに関連する制度整備等の状況について から抜粋

図表１ NTT 東日本及び NTT 西日本における IP 網への移行工程 
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検討事項１ 第８次 PSTN‐LRIC モデルによる補填額算定値と第９次 IP-LRIC モデル

による補填額算定値の加重平均値について 

 

１） 令和６年 12 月までの対応方針と検討の必要性 

令和４年答申において、令和６年 12 月までの補填額の算定については、第８

次ＰＳＴＮ－ＬＲＩＣモデルによる補填額算定値と第９次ＩＰ-ＬＲＩＣモデルによる補填

額算定値の加重平均値をとることとし、加重平均比率は接続料算定時と同一の

比率を適用することが適当との考え方が示されている。令和６年４月から 12 月ま

での第８次：第９次の比率は、接続料算定時と同一のものとして、23％：77％の比

率を用いることとされている。 

この点につき、令和６年度第４四半期に適用すべき考え方を検討する必要が

ある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   第８次モデル（PSTN-LRIC） 第９次モデル（IP-LRIC） 

令和４年度 91％ ９％ 

令和５年度 66％ 34％ 

令和６年度 
第１～第３四半期 

23％ 77％ 

固定電話を巡る環境変化等を踏まえたユニバーサルサービス交付金制度等の在り方（令和４年９月 20日 情報通信審議会答申）から抜粋 

図表２ LRIC 方式による IP 網への移行期間中の接続料及び補填額の算定 

図表３ 第一種交付金に係る補填額の算定に用いる令和４年以降の第８次モデ

ルと第９次モデルの加重平均比率 



 

4 

 

 

２） 主な意見 

① 電気通信事業者の意見 

 令和７年１月までには IP 網への接続ルートの切替の完了を予定しているこ

と、音声接続料においても令和６年度第４四半期は第９次 IP-LRIC モデル

を 100％として算定される整理となっていることから、第９次 IP-LRIC モデル

を 100％として算定することでよいのではないか。 

 令和７年１月以降、PSTN 網から IP 網への移行が完了する予定であること

を踏まえれば、令和７年１月以降の第一種交付金に係る補填額の算定に

ついては、第８次 PSTN‐LRIC モデルを用いずに、第９次 IP-LRIC モデルの

みで算定することが適当ではないか。 

 IP 網への移行に伴い、電気通信事業法施行規則等における PSTN に係る

電気通信設備の機能や算定に関する規定が、令和７年１月以降削除され

ることから、令和６年度第４四半期における第一種交付金に係る補填額の

算定については第９次 IP-LRIC モデルを適用する方法が適当ではないか。 

 PSTN マイグレーションは予定通り令和７年１月時点で完了していることか

ら、第９次 IP-LRIC モデルのみで第一種交付金算定を行うことが適当では

ないか。 

 

② 委員の意見 

 電気通信事業者の意見の方向（第９次 IP-LRIC モデルのみで算定）で良い

のではないか。 

 令和７年度以降の補填額の算定方法については、接続料算定や LRIC モ

デルの設定なども含め、全体的に見直していくため、今後、別途の丁寧な

議論が必要ではないか。 

 

３） 令和６年度第４四半期の対応方針 

第一種適格電気通信事業者である NTT 東日本及び NTT 西日本は、計画どお

り令和７年１月までにＩＰ網への移行を完了したことから、令和６年度第４四半期

の補填額の算定については、第８次ＰＳＴＮ－ＬＲＩＣモデルを用いずに、第９次ＩＰ

-ＬＲＩＣモデルのみで算定することが適当である。 
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検討事項２ 第９次ＩＰ-ＬＲＩＣモデルの適用に際し、実際にはメタル回線で設置されて

いる加入者回線を光回線とみなすかどうか 

 

１） 令和６年 12 月までの対応方針と検討の必要性 

令和４年答申において、令和６年 12 月までの第９次ＩＰ-ＬＲＩＣモデルによる補

填額の算定に際しての加入者回線の取扱いについては、接続料算定に用いるモ

デルと補填額算定に用いるモデルの整合性を図るため、実際に設置されている

回線種別（メタル回線）に基づき補填額を算定することが適当との考え方が示さ

れ、そのように取り扱われてきた。 

この点につき、令和６年度第４四半期に適用すべき考え方を検討する必要が

ある。 

 

２） 主な意見 

① 電気通信事業者の意見 

 令和６年度第４四半期においては、引き続きアクセス回線は継続してメタル

回線が設置されている状況に変わりなく、音声接続料の算定との整合（令

和６年度第４四半期はメタル回線を採用）も鑑みれば、実際に設置されてい

る回線種別（メタル回線）とすることが適当ではないか。 

 「IP 網への移行後の音声接続料の在り方」（令和６年６月 17 日 情報通信

審議会答申。以下「令和６年音声接続料答申」という。）において、「接続料

算定方法の適用期間においては、第９次 IP-LRIC モデルの適用に当たり、

実際に設置されている回線種別（メタル回線）に基づき接続料を算定するこ

とが妥当」とされている。そのため、第一種交付金に係る補填額の算定に

おいても、接続料算定と同様に、メタル回線として算定することが適当では

ないか。ただし、LRIC は、現時点で利用可能な最も低廉で効率的な設備と

技術を前提として通信網を構築した場合の費用を算定する方法であること

から、令和７年４月以降の算定に当たっては、第９次 IP-LRIC モデルの加

入者回線選択ロジック（メタル回線と光回線の経済比較又はそれに相当す

る比較により低い方を採用）の適用について検討すべきではないか。 

 令和６年度第４四半期においては、接続料算定と同様、実際に設置されて

いる回線種別（メタル回線）に基づき算定することでよいのではないか。一

方で、NTT 東日本及び NTT 西日本が令和 17 年にメタル回線の維持限界

を迎えることを公表し、現に光回線への移行を進めていることを踏まえ、

LRIC モデルにおける光回線への置き換えを進めるべく、令和７年度第１四

半期以降に適用する LRIC モデルにおける加入者回線の取扱いについて、

ユニバーサルサービス政策委員会において第一種交付金への影響を含め

速やかに検討すべきではないか。 
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 令和６年度第４四半期においても、継続してアクセス回線にメタル回線が用

いられる実態を踏まえれば、実態の回線種別（メタル回線）に基づいたコス

ト算定を行うことが適当ではないか。 

 

② 委員の意見 

 電気通信事業者の意見の方向（実際に設置されている回線種別に基づく

算定）で良いのではないか。 

 （再掲）令和７年度以降の補填額の算定方法については、接続料算定や

LRIC モデルの設定なども含め、全体的に見直していくため、今後、別途の

丁寧な議論が必要ではないか。 

 

３） 令和６年度第４四半期の対応方針 

令和７年１月から令和 10 年３月までの接続料算定方法として第９次ＩＰ-ＬＲＩＣ

モデルの適用に当たり実際に設置されている回線種別（メタル回線）に基づき接

続料を算定することが妥当であるとの令和６年音声接続料答申における考え方

に鑑みれば、令和６年度第４四半期の補填額算定についても同様に、実際に設

置されている回線種別（メタル回線）に基づくことが妥当である。 
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検討事項３ モデル外補正の実施の有無（第９次ＩＰ-ＬＲＩＣモデルのアクセス網の設

備配置ロジック） 

 

１） 令和６年 12 月までの対応方針と検討の必要性 

第９次ＩＰ-ＬＲＩＣモデルについては、長期増分費用モデル研究会（座長：齊藤

忠夫 東京大学名誉教授）での検討において、アクセス網の設備配置ロジックの

一部が十分に効率的な設備配置を行えるものとなっておらずその出力において

き線点遠隔収容装置（以下「ＦＲＴ」（Feeder Remote Terminal の略）という。）が十

分に効率的な台数とは考えられないほど多数配置されてしまうことが指摘された。 

これを踏まえ、令和４年答申においては、令和６年 12月までに限定した暫定的

な対応として、第９次ＩＰ-ＬＲＩＣモデルをモデル外で補正し、その出力を十分に効

率的な設備配置に近付けた上で適用することが妥当との考え方が示され、その

ような対応がなされてきた。 

この点につき、令和６年度第４四半期に適用すべき考え方を検討する必要が

ある。 

 

２） 主な意見 

① 電気通信事業者の意見 

 令和６年度第１四半期から第３四半期までにおいては、既にモデル外補正

をするということが令和４年答申において示されていることから、仮に、令和

６年度第４四半期において、これに代えて別の手法を用い、その結果、同

一年度内において異なるモデルを適用することになれば、実務上過度な負

担となる。このことに鑑みれば、FRT 設置台数のモデル外補正を継続する

こともやむを得ないのではないか。 

 第９次 IP-LRIC モデルにおいて、アクセス網の設備配置ロジックの一部が

十分に効率的なものとなっておらず、この問題に対処するために、令和６年

12 月までに限定した暫定的な対応としてモデル外補正が行われたと認識し

ている。現時点においても、アクセス網の設備配置ロジックの一部が十分

に効率的なものとなっていない状況であること、またユニバーサルサービス

料を負担する利用者の負担抑制の観点も重要であることも踏まえ、令和６

年度第４四半期の第一種交付金制度に基づく補填額の算定に当たり、モ

デル外補正を継続することが適当ではないか。 

 モデル外補正はモデル改修までの暫定的な対応として整理されたものであ

ることから、アクセス網の設備配置ロジックを修正したモデルを適用すべき

ではないか。仮に、アクセス網の設備配置ロジックを修正した結果について

議論が不十分であるとか、実運用に当たって非常に工数がかかるといった

課題から、令和６年度第４四半期においてモデル外補正を継続する場合は、
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少なくとも令和７年度第１四半期以降の補填額算定において修正後のモデ

ルを反映すべく、速やかに検討を進めるべきではないか。 

 設備配置ロジックの問題点が解消されていないこと及びモデル外補正によ

って実網により近い設備配置になっていると考えられることから、また、利

用者に転嫁される負担の観点からも、令和６年度第４四半期においてもモ

デル外補正の対応を継続することが適当ではないか。 

 

② 委員の意見 

 電気通信事業者の意見の方向（モデル外補正の継続）で良いのではない

か。 

 （再掲）令和７年度以降の補填額の算定方法については、接続料算定や

LRIC モデルの設定なども含め、全体的に見直していくため、今後、別途の

丁寧な議論が必要ではないか。 

 制度の運用に関するコストという点は重要な観点だと感じており、事業者や

支援機関、総務省における作業負担といったことにも十分配慮しながら今

後の制度設計を進めるべきではないか。  

 

３） 令和６年度第４四半期の対応方針 

令和４年答申において指摘されているとおり、本件暫定的な対応はあくまで令

和６年 12 月までの対応とすることが妥当であるものの、設備配置ロジックを見直

さずに本件暫定的な対応を廃止するのみでは、十分に効率的とはいえない設備

配置に基づき、第一種交付金のみならず法第110条に規定する負担金（以下「第

一種負担金」という。）の額も算定されることとなる。また、令和６年度第４四半期

のみに同年度の他の四半期とは異なる算定方法を適用するとすれば、第一種適

格電気通信事業者や支援機関等における補填額や第一種交付金・第一種負担

金の算定作業に過大な負担を生じさせることとなる。 

これらを考え合わせると、令和６年度第４四半期の３か月間に限り、本件暫定

的な対応を継続させることが妥当である。 
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３．今後に向けて 

この答申は、NTT 東日本及び NTT 西日本において固定電話の IP 網への移行

期間が終了し、両社においては計画通り令和７年１月までに IP 網への移行を完了

したことも踏まえ、令和６年度第４四半期における第一種交付金に係る補填額の

算定に当たっての LRIC モデルの適用方法等の考え方を提言したものである。 

 

電話のユニバーサルサービスを巡る環境は、既存の電話網から IP 網への移行

の完了に加え、日本電信電話株式会社から電話時代の中心的な設備であったメ

タル回線設備は令和 17 年頃を目途に縮退することが表明される一方、令和６年４

月には NTT 東日本及び NTT 西日本により携帯電話の電波を利用した電話のユ

ニバーサルサービスであるワイヤレス固定電話の提供が新たに開始されるなど、

大きな変化の中にある。 

また、情報通信審議会においては、「市場環境の変化に対応した通信政策の在

り方」（令和５年８月 28 日 諮問第 28 号）に係る議論の中で、電話のユニバーサル

サービスの確保の在り方についても調査審議を進めてきたところであり、令和７年

２月３日に開催された第 52 回総会において最終答申 1を取りまとめたところである。 

 

今後、総務省においては、令和７年度以降（令和７年４月以降）における第一種

交付金の算定方法の在り方について検討を進めることとなるが、この検討に当た

っては、こうした電話のユニバーサルサービスを巡る環境の大きな変化や情報通

信審議会における調査審議の内容、さらには今回のこの答申に至る議論の中で

明らかとなった電気通信事業者や委員の意見を十分に踏まえ、丁寧な議論を行う

よう努めるべきである。 

以上 

 

 

  

 

1
 「市場環境の変化に対応した通信政策の在り方 最終答申」（令和７年２月３日 情報通信審議会 答申） 

https://www.soumu.go.jp/main_content/000989673.pdf 
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（公印・契印省略） 

諮 問 第 1 2 4 0 号  

令和６年 12 月２日  

 

情報通信審議会 

会長 遠藤 信博 殿 

 

 

 

総務大臣 村上 誠一郎 

 

 

 

 

諮 問 書 

 

下記について、別紙により諮問する。 

 

 

記 

 

 

令和６年度第４四半期の電話のユニバーサルサービス交付金の算定方法の在

り方 

 

 

  

資料１ 
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別紙 

 

 

諮問第 1240号 

 

令和６年度第４四半期の電話のユニバーサルサービス交付金の算定方法の在

り方 

 

１ 諮問理由 

「固定電話を巡る環境変化等を踏まえたユニバーサルサービス交付金制度等

の在り方」（令和４年９月 20日 情報通信審議会答申）において、ＩＰ網への移

行期間中（令和４年４月から令和６年 12月まで）の電話のユニバーサルサービ

ス交付金に係る補填額の算定に当たってのＬＲＩＣモデルの適用方法等につい

て考え方が示されているところ。一方で、ＩＰ網への移行後（令和７年１月以降）

の電話のユニバーサルサービス交付金の補填額の算定方法の在り方についての

考え方は示されていない。 

令和７年度認可対象の補填額の算定に当たっては、第一種適格電気通信事業

者は、令和６年度の原価等を令和７年８月末までに基礎的電気通信役務支援機

関に対して届け出る必要がある。 

よって、ＩＰ網への移行後のうち令和６年度の原価等に含まれる令和７年１

月～３月期の補填額の算定に係るＬＲＩＣモデルの適用方法等について速やか

に整理する必要があるため、この算定に必要な事項について検討するために諮

問を行う。 

 

２ 答申を希望する事項 

令和６年度第４四半期（令和７年１月～３月期）の電話のユニバーサルサービ

ス交付金に係る補填額の算定に当たってのＬＲＩＣモデルの適用方法等につい

て 

 

３ 答申を希望する時期 

令和７年３月頃 答申を希望 

 

４ 答申が得られたときの行政上の措置 

 答申を踏まえ、所要の制度整備を行う。 

  











検討事項２ 第９次ＩＰ-ＬＲＩＣモデルの適用に際し、実際はメタル回線で設置されている加入者回線を光回線とみなすか

検討事項３ モデル外補正の実施の有無（第９次ＩＰ－ＬＲＩＣモデルのアクセス網の設備配置ロジック）

 令和６年12月までの対応方針（既定）
 接続料算定に用いるモデルと補填額算定に用いるモデルの整合性を図るため、実際に設置されている回線種別（メタ

ル回線）に基づき補填額を算定する

 令和６年度第４四半期の対応方針
 令和７年１月から令和10年３月までの接続料算定方法として、実際に設置されている回線種別（メタル回線）に基づき接

続料を算定することが妥当であるとの「IP網への移行後の音声接続料の在り方」（令和６年６月17日情報通信審議会答申）の
考え方に鑑み、同様に、実際に設置されている回線種別（メタル回線）に基づき補填額を算定することが妥当

 令和６年12月までの対応方針（既定）
 令和６年12月までに限定した暫定的な対応として、ＦＲＴの台数については第９次ＩＰ-ＬＲＩＣモデルをモデル外で補正

し、その出力を十分に効率的な設備配置に近付けた上で適用する

 令和６年度第４四半期の対応方針
 同年度の他の四半期とは異なる算定方法を適用することによる第一種適格電気通信事業者や支援機関等における

補填額の算定作業の負担等を考慮し、令和６年度第４四半期について同様の暫定的な対応を継続させることが妥当

３．今後に向けて
 電話のユニバーサルサービスを巡る環境は、「既存の電話網からIP網への移行の完了」、「携帯電話の電波を利用し

たユニバーサルサービスであるワイヤレス固定電話の提供の開始」など、大きな変化の中にある

 総務省においては、令和７年度以降（令和７年４月以降）における電話のユニバーサルサービス交付金の算定方法の
在り方について検討を進めることとなるが、こうした環境の変化等を十分に踏まえ、丁寧な議論を行うよう努めるべき

2「令和６年度第４四半期の電話のユニバーサルサービス交付金の算定方法の在り方」
答申 （概要）❷
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